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必要病床数の推計方法

１．　必要病床数の推計に必要なデータ　 
　必要病床数は、国が示した計算式により2013年（平成25）年度の1年間分の入院
医療に係るデータと、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を用いて、医療
機能ごと構想区域ごとに推計を行います。 
　推計値算出のため、国から「必要病床数等推計ツール」が提供されており、ツー
ルで必要病床数等を算出することができます。

医療需要 
(2013年度分)

①ＮＤＢ（National Database）のレセプトデータ
②ＤＰＣデータ

③公費負担医療分医療需要（医療費の動向）

④医療扶助受給者数（被保護者調査）

⑤訪問診療受療者数（生活保護患者訪問診療レセプト数）
⑥分娩数（人口動態調査）
⑦介護老人保健施設の施設サービス受給者数
　（介護給付費実態調査）
⑧労働災害入院患者数（労働災害入院レセプト数）
⑨自賠責保険入院患者数（自賠責保険請求データ）

人口 住民基本台帳年齢階級別人口

将来推計人
口 国立社会保障・人口問題研究所 性・年齢階級別将来推計人口

医療需要算出に用いたデータ

医療機能 算定基準

高度急性期 医療資源投入量：3,000点以上

急　性　期 医療資源投入量：600点以上3,000点未満

回　復　期
①医療資源投入量：225(175)点以上600点未満 
②回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者

慢　性　期 ③入院受療率の地域差解消分の目標を設定し算定

医療需要算出の際の医療機能の算定基準

1)医療資源投入量：1日当たりの診療報酬の出来高点数（入院基本料相当分及びリハビリテーション
料の一部を除く）　 

2)回復期の医療機能区分は225点を境界点とするが、在宅復帰に向けた調整を要する幅を更に見込み
175点で区分

※　なお、必要病床数の推計にあたって用いられた医療機能の算定基準と、病床機能
報告制度の医療機能の定義には、次頁のような違いあるので注意が必要です。
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必要病床数の推計方法
【参考】医療機能の考え方（県地域医療構想検討会議第３回会議資料より）

175点～600点未満

病床機能の考え方について

病床機能報告における医療機能 供給 国の医療需要推計における医療機能需要異なる基準

定性的な基準に基づく自己申告
患者の1入院をNDBレセプトデータやDPCデータに基づき医療資源投入
量で分析した、延べ患者数により算出した医療需要

医療法施行規則により国が位置づけ

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化
に向けて、診療密度が特に高い医療を提
供する機能

病棟

地域医療構想策定ガイドライン（算定式は省令）により国が位置づけ

延べ患者数⇒病床（延べ患者数を病床稼働率で割り戻して算出）

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化
に向けて、医療を提供する機能

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向け
た医療や、リハビリテーションを提供する機能
○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿
骨頸部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在
宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中
的に提供する機能（回復期リハビリテーション
機能）

○長期にわたり療養が必要な患者を入院さ
せる機能

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者
（重度の意識障害を含む）、筋ジストロフィー
患者又は難病患者等を入院させる機能

3,000点以上

回復期リハビリテーション病棟
入院料を算定した患者数

600点～3,000点未満

175点～600点未満

医療資源投入量

医療資源投入量

医療資源投入量

Ｃ ３

175点

Ｃ２

Ｃ １

225点

3000点

600点

救命救急病棟やICU、HCUで実施するような重症者に対す
る診療密度が特に高い医療（一般病棟等で実施する医療
も含む）から、一般的な標準治療へ移行する段階

急性期における医療が終了し、医療資源投入量が一定程度
落ち着いた段階

在宅等においても実施できる医療やﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの密度

退院調整等を行う機関の医療需要を見込む

医療資源投入量

＜一般病床＞

障害者施設等、特殊疾患病
棟入院基本料等を算定して
いる患者

＜療養病床＞
療養病床（回復期リハ病棟除く）
－医療区分Ⅰの患者数の７０％
－地域差解消分

医療区分Ⅰの患者数の７０％
＋地域差解消分C3 （175点）未満

一
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計
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病床機能報告対象

（2015年）

病床機能報告*

（2014年7月）
調整病床数

（2025年度）

13,998床

一般病床数

療養病床数

急性期

12,783床

2014年の病床機能報告の集計結果と2025年度の機能別医療需要推計を比較すると、回復期で差が大き
い。

医療需要では「急性期を経過した在宅復帰へ向けた医療も回復期」へ分類されているが、病床機能報告で
は回復期リハビリテーション病棟が回復期として報告されたことによる差。
病床機能報告の対象の病床は一般病床と療養病床
※下記のグラフは自衛隊病院や国立ハンセン療養所の一般開放していない病床を除いた数で作成

高度

急性期

回復期

回復期

慢性期 慢性期

14,455床

＊未報告等があり現状の病床数とは一致しない。 数値は許可病床数。

今回の病床機能報告は、各医療機関が定性的な基準を参考に医療機能を選択したものであ
り、今回の推計における機能区分の考え方によるものではない。

※2013年度の医療需要実績から
病床稼働率を基に割り戻した数

2014年度病床機能報告結果と2025年医療需要との比較

1日当たりの
医療資源投入量
← 3,000点以上

←3,000点
～600点

←600点～175点
＋回復期リハ
入院料を算定
した患者

←療養病床
(回復期ﾘﾊ除く)
＋障害者施設等
＋特殊疾患

医療需要の
推計方法

高度

3

　　２．　高度急性期、急性期、回復期機能の推計の考え方 

　　　　 2013年度データの年間入院患者延べ数から、医療資源投入量別の1日当たりの入院患者
数を求め、構想区域ごとの性・年齢階級別に入院受療率を導きます。 

　 　　　 2013年度の入院受療率が2025年度においても同一との仮定もと、性・年齢階級別推
計人口を乗じることにより2025年度の医療機能別の医療需要（入院患者数）を推計して
います。推計された医療需要を国が示した病床稼働率で割り戻すことにより、病床数の
必要量を推計しています。
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必要病床数の推計方法

３．　慢性期機能の需要推計の考え方 
       高度急性期、急性期、回復期機能の医療需要については2013年度の入院医療受療率

が同一との仮定のもとで将来の需要を推計していますが、慢性期機能については現在
の療養病床以外で対応可能な患者は在宅医療等での対応の促進により、療養病床の入
院受療率を一定幅の中で縮小させる目標設定を行い推計しています。 

        具体的には、療養病床の入院患者数のうち医療区分Ⅰの７０％の患者を在宅医療等
で対応する患者として見込み、その他の入院患者については入院受療率の地域差解消
のため構想区域ごとに目標を設定します。

【参考】地域差解消の目標設定について

　　　　　 　　（要件１）　Ｂにより入院受療率の目標を定めた場合における当該構想区域の
　　　　　　　　　　　 　　慢性期病床の減少率が全国中央値よりも大きい。 

             （要件２）　当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい。

   地域差解消の目標は構想区域ごとに次のＡ～Ｃの範囲内で定めます。 

　　Ａ：全ての構想区域の入院受療率を全国最小値（県単位）まで低下させる。 
　　Ｂ：構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県単位）との差を一定割合解消させ 
　　　　ることとするが、その割合は全国最大値（県単位）が全国中央値（県単位）に

まで低下する割合を一律的用いる。 
　　Ｃ：以下の要件に該当する構想区域については、Ｂの目標達成年次を2030年度と 
　　　　することができる。2025年度の目標は2030年度から比例的に逆算する。

慢性期機能　及び　在宅医療等※※

回復期リハ 
病棟 
の患者数

地域差 
の解消

一般病床で 
175点未満 
の患者数

2013年時点で 
訪問診療を受けて
いる患者数

2013年 
時点での 
老健施設の 
入所者数

療養病床の 
入院患者数

回復期 
機能

【現状】

【将来】

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ

※このイメージ図では将来の人口構成の変化を考慮していない。実際には地域における将来の人口構成によって 
　幅の変化が起こる。

※在宅医療とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保 
　健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所 
　において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることを想定。

医療
区分
１ 
の70％

障害者・ 
難病患者
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必要病床数の推計方法
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　 本県では、地域差解消のパターンは最も減少率の緩やかなパターンを選択し、次のよう
　に推計しました。
　　・中部圏域・南部圏域・八重山圏域：パターン　Ｂ
　　・北部圏域・宮古圏域　　　　　　：パターン　Ｃ

　　　【参考】慢性期の地域差解消分のパターン選択（県地域医療構想検討会議第３回会議資料より）
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沖縄県における医療需要の推移

１．沖縄県における４機能別の医療需要の推移

出典：必要病床数等推計ツール（北部及び宮古の慢性期の医療需要はCパターンを選択）

（単位：人/日）
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沖縄県における医療需要の推移

２．年齢階級別医療需要の伸び（医療機関所在地ベース）
（単位：人/日）

３．平成37(2025)年の４機能における年齢階級別の割合（医療機関所在地ベース）

-1,000.0	

1,000.0	

3,000.0	

5,000.0	

7,000.0	

9,000.0	

11,000.0	

13,000.0	

15,000.0	

17,000.0	

2013�� 2025�� 2030�� 2035�� 2040��

75���

65��74�

15��64�

���14�

���


�������

�	�

�����

�������

�	�

�����

�������

�	�

�����

�������

�	�

�����

�������

�	�

�����

�������

�������

�����

�

,. %. % % %
. %. %
. %. %
. % % %

1.72倍

0.76倍

0.73倍

1.28倍

9.8% 

3.8% 

0.7% 

1.0% 

28.3% 

24.1% 

16.9% 

22.8% 

20.3% 

17.2% 

17.1% 

15.9% 

41.6% 

54.9% 

65.3% 

60.3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

���
�

�
�

���


�

���14�
15��64�
65��74�
75��	

-資料6-


